
高砂市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、訪問看護師及び訪問介護員（以下「訪問看護師等」という。）がサー

ビスを提供する際に利用者等からの暴力行為等の対策として２人体制での訪問が必要と

なるにもかかわらず、利用者、家族等の同意が得られず、介護報酬上の２人訪問加算が適

用できない場合において、加算相当額の一部を補助することにより、訪問看護師等の安全

確保を図り、もって訪問看護師等の離職の防止に資することを目的とする。 

（補助対象事業者） 

第２条 この要綱による補助の対象となる者は、兵庫県内に事業所が所在し、介護保険法

（平成９年法律第１２３号）に基づく訪問看護事業、介護予防訪問看護事業又は訪問介護

事業を行う事業者（以下「補助対象事業者」という。）とする。 

（補助対象経費） 

第３条 この要綱による補助の対象となる経費は、補助対象事業者が当該年度内に市の介

護保険の被保険者に対して実施する訪問看護事業、介護予防訪問看護事業又は訪問介護

事業に要する経費のうち、あらかじめ当該補助対象事業者が市と協議し、次に掲げる要件

の全てを満たすと市長が認めた２人訪問に要する経費とする。 

⑴ 訪問看護師等に対する暴力行為及び著しい迷惑行為並びに器物破損行為への安全確 

保のため、２人での訪問が必要と認められること。 

⑵ ２人でのサービス提供について、利用者、家族等の同意が得られないことに相当の 

理由があり、介護報酬上の２人訪問加算が適用できないと認められること。 

（補助金の交付） 

第４条 市は、予算の範囲内において、補助対象事業者に対し、補助金を交付する。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、第７条の規定による申請をした日の属する年度の兵庫県福祉部補

助金交付要綱別表（訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業に係るものに限

る。）の補助金の額の項に定める補助基準単価に当該申請をした日の属する年度内に複数

名訪問による訪問看護、介護予防訪問看護又は訪問介護を行った回数を乗じた額に、３分

の２を乗じた額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

（交付申請に係る事前協議） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次条の規定によ

る申請をする前に、あらかじめ補助金交付申請事前協議書（様式第１号）に関係書類を添

えて、指定する期日までに市長に提出し、協議をしなければならない。 

（交付申請） 

第７条 申請者は、次に掲げる書類を、指定する期日までに市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助金交付申請書（様式第２号） 



⑵ 事業計画書 

⑶ 収支予算書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、補助金の交付の可否について審査

を行い、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金

交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査の結果、前条の規定による申請が不適当であると認めたと

きは、補助金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（変更申請） 

第９条 前条第１項に規定する交付決定を受けた補助対象事業者（以下「補助事業者」とい

う。）は、同項の規定による補助金交付決定通知書の内容に変更を生じた場合は、次に掲

げる書類を市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助金交付決定内容変更承認申請書（様式第５号） 

⑵ 事業計画書 

⑶ 収支予算書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容について審

査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書

（様式第６号）により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 

（現況報告書の提出） 

第１０条 補助事業者は、現況報告書（様式第７号）に関係書類を添えて、年１回、補助対

象期間（補助の対象となる訪問を初めて行った日の属する月から当該年度の３月までの

期間をいう。以下この条において同じ。）のおおむね半期に当たる時期に提出しなければ

ならない。ただし、補助対象期間が３箇月以内の場合については、この限りでない。 

（実績報告書の提出） 

第１１条 補助事業者は、第８条第１項に規定する交付決定を受けた事項の実績を報告し

ようとするときは、次に掲げる書類を、当該事項の完了後、３０日又は翌年度の４月１５

日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助事業実績報告書（様式第８号） 

⑵ 事業実績報告書 

⑶ 収支決算書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類の

審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金交



付額確定通知書（様式第９号）により当該実績報告をした補助事業者に通知するものとす

る。 

（補助金の請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとする

ときは、補助金交付請求書（様式第１０号）を、市長の定める期日までに市長に提出しな

ければならない。 

２ 前項の規定による請求があったときは、市長は、速やかに当該請求に係る補助金を当該

請求をした補助事業者に交付するものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


